
６ 「特定建築等行為条例」に基づく主な住民説明手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※説明会対象特定建築等行為については 

『再要望書』・『再回答書』 

市 行 為 者 近隣・周辺住民 

・『お知らせ板』に記載 

・近隣・周辺住民に周知 

『要望書』の送付 

・『お知らせ板』に記載 

・近隣・周辺住民に周知 

専門家の派遣 

『説明報告書』提出 

説明の申出（周辺住民） 

『要望書』提出 

『回答書』提出 

近隣・周辺住民への説明 

専門家派遣の申出 

特定建築等行為の承認 

特定建築等行為承認申請 

「工事の施行に関する事項」に

ついての詳細説明 

 

近隣住民  周辺住民 

説明会開催 

（説明会対象特定建築等行為
を行う場合） 

行為着手 

『行為着手届』提出 

『追加説明報告書』提出 

協議の締結 

申出により、周辺住民の方は、

行為完了までの間、説明を受 

けられます。 

『お知らせ板』設置 

『お知らせ板設置協議書』提出 


